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路線バス・コミュニティバス

オンデマンド交通

(呼べるバス)
※文中では「呼べるバス」と表示

タクシー

電車

市の公共交通再編(交通空白地対策・有料化)の具体案について

資料３
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R４.６ 市地域公共交通協議会(以下「市交通協議会」という。)設置

R４.10 コミュニティバスグルーン(以下「グルーン」という。)運行開始

R６.３ 市地域公共交通計
画策定

R５.12 AIオンデマンド交
通実証実験(１回
目)実施

R６.10 AIオンデマンド交通実証実験(２回目)実施

R７.３ 市交通協議会開催

R６.10 市交通協議会開催 ・病院間シャトルバスの(試験)運行開始の方針決定
・グルーンのボートレースとこなめから市への移管の

方針決定
・市内の交通空白地対策の検討を進める方向性を確認

グルーン運賃有料化の方針決定

１ これまでの経過等(概略)

R５.12～R６.１の２か
月間実施(図は実証実
験エリア)

R６.10～12の３か月間実施(図
は実証実験エリア)

「交通空白地の解消」や「ニーズに対応した交通サービス
の提供」などに向け、以下のことなどを位置づけ

・公共交通の路線・ダイヤなどの見直し

・オンデマンド交通(呼べるバス)の導入検討

・半田病院の移転に伴う路線バスなどの在り方検討
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R７.６ 市議会協議会で市内の交通空白地対策の方向性
を提示し説明

R７.７ 北部地域コミュニティバス座談会の開催(7/22～8/10)

R７.４ 通院用シャトルバスの(試験)運行開始

R７.４ グルーンをボートレースとこなめから市に移管

１ これまでの経過等(概略)

【通院用シャトルバスのルート】

グルーンに関し、物価高
騰等による運行経費増大
見込みや利用状況を踏ま
えた経費削減案を提示

グルーン及び「呼
べるバス」による
市内の交通空白地
対策を提示

R７.９ 「青海地区におけるグルーン等の在り方に関するアンケート」

「グルーン等の料金設定に関するアンケート」

中部地域公共交通意見交換会の開催(9/15)

の実施(それぞれ9/1～15)
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２ 北部地域における交通空白地対策について

９月に青海地区住民を対象とし
たアンケートを実施
※アンケート結果はP９参照

(１)座談会の結果等を踏まえた北部地域における今後の取組等

【座談会の結果等】
鬼崎地区

■座談会の状況 ※座談会の詳細はP６参照

・グルーンの存続を要望する意見はほとん
どなかった

・「呼べるバス」の導入を要望する意見が
あった

■グルーンバス停から300ｍ範囲の状況(下図参照)

・居住エリアの多くをカバーできていない

青海地区
■座談会の状況 ※座談会の詳細はP６参照

・グルーンを利用している住民から存続を要
望する意見が多くあった

・「呼べるバス」の利用を不安視する意見が
あった

■グルーンバス停から300ｍ範囲の状況(下図参照)

・居住エリアを比較的多くカバーしている

住民の意識等
に違いがある

バス停まで遠いため利用
したくてもできない人が
多くいると考えられる

【図：グルーンバス停からの300ｍ範囲の状況】

アンケート結果を踏まえて、大
野線・北部線を縮小した「定時
定路線」を運行することとして
具体案の検討を進める

具体案はP10へ

鬼崎地区のグルーン路線を廃止
し「呼べるバス」を導入するこ
ととして具体案の検討を進める

具体案はP11へ
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青海地区

■「呼べるバス」に対する意見

【「呼べるバス」の利用を不安視する旨の意見】

・アプリや電話での予約が難しい。予約した時に来るか不安。

・目的地に希望する時間に到着できないため利用しにくい。

・予約ができない場合があり不便である。

【その他の意見】

・アプリは難しいが、導入されたら慣れていくようにしたい。

・私の周りでは誰も呼べるバスいいと言った人がいない。年寄が

使いやすいものでなければ。

・実証実験で呼べるバスも使ってみた。「呼べるバス」の方がい

いとも思った。

・「呼べるバス」導入をもっと早く検討してほしかった。

・「呼べるバス」であっても、利用がひっ迫する朝の時間は、り

んくう病院行きの定時定路線とすべき。

■グルーンに対する意見

【存続を要望する旨の意見】

・突然「呼べるバス」導入の話は違和感がある。（グルーンの）

本(便)数を削減してでも存続して様子を見るべき。

・グルーンなら停留所で待っていれば時間通りにバスが来るし、

目的地には時間通りに到着するので、有料化してもいいからグ

ルーンがあった方がいい。

・「バス停が近くにないから使いにくい」というのはわがまま。

バス停まで歩けばいいので、このままでよい。

・グルーンの課題も分かるが、定時定路線は残してほしい。

・グルーンで地域を細かく回ってほしい。

・ドアtoドアを、期待してはいけない。

(注)赤太字は、意見の多かったもの

２ 北部地域における交通空白地対策について 【参考】北部地域コミュニティバス座談会の結果(主な意見)

北部地域コミュニティバス座談会の開催概要

・趣旨：グルーン大野線及び北部線、呼べるバスについて、関係地区の住民の声を直接伺うために開催

・開催期間：令和７年７月22日(火)～８月10日(日)の間

・実施方法：各地区の公会堂等、青海公民館、とこなめ市民交流センターにおいて座談会形式で実施。のべ135人が参加

■グルーンに対する意見
【グルーンの存続を要望する旨の意見】

・グルーンを有料化して続けてもらいたい。

【その他の意見】

・グルーンは急行電車に合ったダイヤだから、普通電車への乗継

が悪い。

■「呼べるバス」に対する意見
【「呼べるバス」の導入を要望する旨の意見】

・早く「呼べるバス」を導入してほしい。

・80～90代になって足が悪くなった時に、とてもじゃないが（バ

ス停まで）歩けない。「呼べるバス」を呼んで、自宅近くまで

来てもらった方がいい。

・バス停まで８分ぐらい歩いている。グルーンのダイヤは頭に

入っているが、「呼べるバス」になるのであれば、それに私の

生活も合わせる。

【その他の意見】

・グルーンが無償という意識があるから、そのままでいいとなり、

「呼べるバス」の話が伝わりにくくなっていると思う。

・病院に行くときは付き添いの方がいる場合があるので、付き添

い者の料金が安くなるようにしてほしい。

・回数券の種類を増やすとか、減免のことを考えてほしい。

・(予約の方法などについて)わかりやすい説明をお願いしたい。

・事前予約や、運行中の休憩時間も短くすることを検討している

のであれば、実証実験より前進である。

・スポット(停留所)の追加を柔軟にしてほしい。

・車両にステップ等を設置するなど高齢者が乗りやすいものとな

るように考えてほしい。

鬼崎地区



２ 北部地域における交通空白地対策について 【参考】青海地区におけるアンケートの実施について(概要)

青海地区におけるグルーンと「呼べるバス」のあり方に関するアンケート

・趣旨： 「グルーンを存続要望」「呼べるバスの利用を不安視」する意見の多かった青海地区において、「呼べ

るバスの導入」「路線バスの存続」について、関係住民の考え方を把握するために実施するもの。

・調査期間：令和７年９月１日(月)～15日(月・祝)

・調査方法：アンケート依頼チラシを青海地区に各戸配布し、二次元コードから、及びFAX等により回答

北部地域に対する公共交通対策として妥当だと思うものを以下の３案から選択してもらう。
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第１案 北部全域を「呼べるバス」に変更する案

・車両：最大２台(定員10人程度)

・運行時間：８時から19時まで(途中１時間休憩)

第２、３案は次ページに続く



２ 北部地域における交通空白地対策について 【参考】青海地区におけるアンケートの実施について(概要)
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第２案 青海地区：「バス停を現在の青海地区にあるバス

停(10か所)とする路線バス(１日６便程度)」、鬼

崎地区を「呼べるバス」に変更する案

第３案 青海地区を「バス停を増設(既存10＋増設5)した路

線バス(１日６便程度)」、鬼崎地区を「呼べるバ

ス」に変更する案

【青海地区】路線バス

・車両：１台(定員10人程度)

・便数：１日６便(３往復)程度 片道約40分

・運行時間：７時から15時の間

【鬼崎地区】呼べるバス

・車両：１台(定員10人程度)

・運行時間：８時から19時まで(途中１時間休憩)

【青海地区】路線バス

・車両：１台(定員10人程度)

・便数：１日６便(３往復)程度 片道約45分

・運行時間：７時から15時の間

【鬼崎地区】呼べるバス

・車両：１台(定員10人程度)

・運行時間：８時から19時まで(途中１時間休憩)



青海地区におけるアンケート結果を踏まえた今後の方向性
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「青海地区におけるグルーンとオンデマンド交通(呼べるバス)のあり方に関するアンケート」を令和７年９月１日(月)～９
月15日(月・祝)に青海地区へチラシを配布して実施。二次元コードからの回答190件、FAX等による回答102件

「路線バスを存続する(第２案+第３案)」考えの割合が多い

「呼べるバスの導入(第１案)」と「路線バスの存続(第２案+第３案)」では

「既設バス停路線案(第２案)」を求める考え方が多い

「既設バス停路線案(第２案)」と「バス停増設路線案(第３案)」では

２ 北部地域における交通空白地対策について 【参考】青海地区におけるアンケート結果を踏まえた今後の方向性

【青海地区】路線バス

・車両：１台(定員10人程度)

・バス停：10停留所

・便数：１日６便(３往復)程度 片道約40分

・運行時間：７時から15時の間

第１案

103件

35%

第２案

87件

30%

第３案

69件

24%

わからない

33件

11%

第１案

第２案

第３案

わからない54％

第１案

103件

35%

第２案

87件

30%

第３案

69件

24%

わからない

33件

11%

第１案

第２案

第３案

わからない

30％

アンケート結果を踏まえ、青海地区への対策方針を決定
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２ 北部地域における交通空白地対策について (２)青海地区における交通空白地対策(案)

(２)青海地区における交通空白地対策(案)

【常滑北部・青海線(仮称)のダイヤ(案)】

【図：常滑北部・青海線(仮称)の運行ルート及びバス停(案)】

コミュニティバスグルーン 常滑北部・青海線(仮称)

【運行曜日】毎日運行

【運賃】金額等(案)は、別資料「グルーン及び呼べるバスの

運賃について」参照

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・路線定期運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行)

※全てのグルーン路線は有料化に合せ、上記運行種別での運行とする。

〈大野町駅行き〉

９月に実施の青海地区住民を対象としたアンケート

結果を踏まえて、現行の大野線・北部線から縮小(ルー

ト変更、便数削減及び車両変更)した路線(新名称「常

滑北部・青海線(仮称)」)を運行することとし、以下に

具体案を示す。(実施時期：令和８年12月１日(予定))

【運行概要】

〈市役所・りんくう病院行き〉

※運行受託事業者によってダイヤを調整する場合があります。（以下同じ。）



※詳細な運行経路及び停留所位置等は「別添参考資料１」参照
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便番号 第１便 第３便

北汐見坂３丁目 8:00 9:30

本郷町４丁目 8:04 9:34

虹の丘２丁目 8:05 9:35

大和町２丁目 8:07 9:07

虹の丘５丁目 8:08 9:38

多屋団地西 8:12 9:42

市役所・りんくう病院 8:25 9:55

【運行曜日】毎日運行

【運賃】金額等(案)は、別資料「グルーン及び呼べるバスの運賃について」参照

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】８時～10時※10時～19時は呼べるバス運行(途中１時間休憩)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・路線定期運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行）

【図：定時定路線運行のルート(案)】

２ 北部地域における交通空白地対策について (３)鬼崎地区における交通空白地対策(案)

【定時定路線運行のダイヤ(案)】

(３)鬼崎地区における交通空白地対策(案)

ア 呼べるバス定時定路線運行

これまでの経過を踏まえて、「呼べるバス」を導入することとし、以下に具体案を示す。 (実施時期：令和８年12月1日(予定))

【運行概要】

〈東側ルート〉〈西側ルート〉

便番号 第２便

なかよし公園東 8:40

西之口公民館 8:43

蒲池コミュニティセンター 8:44

市民交流センター 8:47

榎戸コミュニティセンター 8:49

鬼崎中学校西 8:51

新浜町２丁目 8:53

市役所・りんくう病院 9:05

凡例

東側ルート

西側ルート
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【図：呼べるバス運行のエリア等(案)】

※詳細な停留所の位置は「別添参考資料２」参照

２ 北部地域における交通空白地対策について (３)鬼崎地区における交通空白地対策(案)

凡例

移動可

呼べるバス停留所

移動可

呼べるバス鬼崎エリア

移動不可

駅から300ｍ範囲内
※停留所は設置しない

大野町駅、常滑駅及び

市役所・りんくう病院

イ 呼べるバス運行

【運行概要】

【運行曜日】毎日運行

【運賃】金額等(案)は、別資料「グルーン及び呼べるバスの運賃について」参照

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】10時～19時(途中１時間休憩)※８時～10時は定時定路線運行

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・区域運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行)
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交通空白地(原松・千代ヶ丘エリア、奥条・山方・井戸田エリア)の改善を図るため、上野間線と重複していた経路を

変更して新たにバス停を設置することとし、以下に具体案を示す。 (実施時期：令和８年12月１日(予定))

(参考)中部地域公共交通意見交換会の結果(概要)
〇開催日：令和７年９月15日(月・祝)
〇場所：常滑市役所
〇参加者数：のべ18人
〇主な意見：

・武豊線の経路変更は良いと思う(賛成する)。
・武豊線の経路変更により現行から減便となる地域が
生じるため、説明等を行うようにされたい。

・グルーンの夜便の運行時間延長を考えてほしい。
・呼べるバスは認知度が低く、利用方法が分かりづら
い。導入する場合には説明会等を十分に実施されたい。

３ 中部地域における交通空白地対策等について

(１)武豊線の経路変更(案)

ア 経路変更イメージ

(注)令和８年12月１日に有料化路線として新規に設定する考え方(P27参照)
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３ 中部地域における交通空白地対策等について (１)武豊線の経路変更(案)

イ 新たに設置する経路及びバス停について ※バス停名は仮称

【図：武豊線の経路及びバス停(案)】

① やきもの散歩道東口

② 常滑西小学校前

③ INAXライブミュージアム
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３ 中部地域における交通空白地対策等について (２)武豊線の経路変更(案)

(「イ 新たに設置する経路及びバス停について」つづき)

【図：武豊線の経路及びバス停(案)】

④ 山方・白山町

⑤ 東樽水(樽水町４丁目)

⑥ 井戸田(阿野町３丁目)

⑦ 阿野町２丁目
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ウ 武豊線の経路見直しによるダイヤへの影響

新バス停になるダイヤ部分(常滑駅発)

３ 中部地域における交通空白地対策等について (１)武豊線の経路変更(案)
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(常滑駅着) 新バス停になるダイヤ部分

３ 中部地域における交通空白地対策等について (１)武豊線の経路変更(案)

(「ウ 武豊線の経路見直しによるダイヤへの影響」つづき)
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武豊線

【知多武豊駅行き】

便番号 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365

常滑駅 7:00 9:11 11:41 13:41 15:08 16:11 17:41 19:11

やきもの散歩道東口 7:02 9:13 11:43 13:43 15:10 16:13 17:43 19:13

常滑西小学校前 7:03 9:14 11:44 13:44 15:11 16:14 17:44 19:14

INAXﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 7:06 9:17 11:47 13:47 15:14 16:17 17:47 19:17

山方・白山町 7:07 9:18 11:48 13:48 15:15 16:18 17:48 19:18

東樽水 7:08 9:19 11:49 13:49 15:16 16:19 17:49 19:19

井戸田 7:09 9:20 11:50 13:50 15:17 16:20 17:50 19:20

阿野町２丁目 7:11 9:22 11:52 13:52 15:19 16:22 17:52 19:22

熊野 7:13 9:24 11:54 13:54 15:21 16:24 17:54 19:24

古場 7:14 9:25 11:55 13:55 15:22 16:25 17:55 19:25

西浦南小学校前 7:15 9:26 11:56 13:56 15:23 16:26 17:56 19:26

桧原 7:17 9:28 11:58 13:58 15:25 16:28 17:58 19:28

桧原公会堂 7:19 9:30 12:00 14:00 15:27 16:30 18:00 19:30

上山 7:21 9:32 12:02 14:02 15:29 16:32 18:02 19:32

知多武豊駅 7:34 9:45 12:15 14:15 15:42 16:45 18:15 19:45

便番号 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363

知多武豊駅 8:18 9:55 12:20 14:20 16:50 18:20 19:50

上山 8:23 10:00 12:25 14:25 16:55 18:25 19:55

桧原公会堂 8:25 10:02 12:27 14:27 16:57 18:27 19:57

桧原 8:27 10:04 12:29 14:29 16:59 18:29 19:59

西浦南小学校前 8:29 10:06 12:31 14:31 17:01 18:31 20:01

古場 8:30 10:07 12:32 14:32 17:02 18:32 20:02

熊野 8:31 10:08 12:33 14:33 17:03 18:33 20:03

阿野町２丁目 8:33 10:10 12:35 14:35 17:05 18:35 20:05

井戸田 8:35 10:12 12:37 14:37 17:07 18:37 20:07

東樽水 8:36 10:13 12:38 14:38 17:08 18:38 20:08

山方・白山町 8:37 10:14 12:39 14:39 17:09 18:39 20:09

INAXﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 8:38 10:15 12:40 14:40 17:10 18:40 20:10

常滑西小学校前 8:41 10:18 12:43 14:43 17:13 18:43 20:13

やきもの散歩道東口 8:42 10:19 12:44 14:44 17:14 18:44 20:14

常滑駅 8:52 10:29 12:54 14:54 17:24 18:54 20:24

【常滑駅行き】

エ 武豊線の改正ダイヤ(案)

(赤字は変更したダイヤ)

３ 中部地域における交通空白地対策等について (１)武豊線の経路変更(案)
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上野間線
【上野間駅行き】

便番号 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1313 1315 1317

常滑駅 7:13 8:40 10:20 12:45 14:20 15:52 17:10 18:45 20:15

やきもの散歩道西口 7:14 8:41 10:21 12:46 14:21 15:53 17:11 18:46 20:16

北条 7:15 8:42 10:22 12:47 14:22 15:54 17:12 18:47 20:17

本町 7:16 8:43 10:23 12:48 14:23 15:55 17:13 18:48 20:18

市場 7:16 8:43 10:23 12:48 14:23 15:55 17:13 18:48 20:18

保示 7:17 8:44 10:24 12:49 14:24 15:56 17:14 18:49 20:19

樽水 7:18 8:45 10:25 12:50 14:25 15:57 17:15 18:50 20:20

南樽水 7:19 8:46 10:26 12:51 14:26 15:58 17:16 18:51 20:21

阿野 7:20 8:47 10:27 12:52 14:27 15:59 17:17 18:52 20:22

ジャニス工業前 7:21 8:48 10:28 12:53 14:28 16:00 17:18 18:53 20:23

熊野 7:22 8:49 10:29 12:54 14:29 16:01 17:19 18:54 20:24

古場 7:23 8:50 10:30 12:55 14:30 16:02 17:20 18:55 20:25

苅屋 7:23 8:50 10:30 12:55 14:30 16:02 17:20 18:55 20:25

南陵中学校前 7:24 8:51 10:31 12:56 14:31 16:03 17:21 18:56 20:26

北大谷 7:25 8:52 10:32 12:57 14:32 16:04 17:22 18:57 20:27

大谷 7:26 8:53 10:33 12:58 14:33 16:05 17:23 18:58 20:28

東大谷 7:27 8:54 10:34 12:59 14:34 16:06 17:24 18:59 20:29

小鈴谷小学校前 ‖ ‖ ‖ ‖ 14:38 16:10 ‖ ‖ ‖

盛田味の館口 7:28 8:55 10:35 13:00 14:39 16:11 17:25 19:00 20:30

小鈴谷 7:29 8:56 10:36 13:01 14:40 16:12 17:26 19:01 20:31

南小鈴谷 7:31 8:58 10:38 13:03 14:42 16:14 17:28 19:03 20:33

広目 7:32 8:59 10:39 13:04 14:43 16:15 17:29 19:04 20:34

坂井中央広場 ‖ ‖ ‖ ‖ 14:48 16:20 ‖ ‖ ‖

坂井 7:33 9:00 10:40 13:05 … … 17:30 19:05 20:35

上野間駅 7:41 9:08 10:48 13:13 … … 17:38 19:13 20:43

オ 上野間線の改正ダイヤ(案)

(赤字は変更したダイヤ)

３ 中部地域における交通空白地対策等について (１)武豊線の経路変更(案)



20

上野間線
【常滑駅行き】

(「オ 上野間線の改正ダイヤ(案))」つづき)

便番号 1302 1304 1306 1308 1310 1312 1314 1316

上野間駅 6:40 … 9:18 11:00 13:30 16:30 18:00 19:30

坂井 6:43 … 9:21 11:03 13:33 16:33 18:03 19:33

坂井中央広場 ‖ … ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖

広目 6:44 … 9:22 11:04 13:34 16:34 18:04 19:34

南小鈴谷 6:45 … 9:23 11:05 13:35 16:35 18:05 19:35

小鈴谷 6:46 … 9:24 11:06 13:36 16:36 18:06 19:36

盛田味の館口 6:46 … 9:24 11:06 13:36 16:36 18:06 19:36

小鈴谷小学校前 ‖ … ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖

東大谷 6:47 8:04 9:25 11:07 13:37 16:37 18:07 19:37

大谷 6:48 8:05 9:26 11:08 13:38 16:38 18:08 19:38

北大谷 6:49 8:06 9:27 11:09 13:39 16:39 18:09 19:39

南陵中学校前 6:50 8:07 9:28 11:10 13:40 16:40 18:10 19:40

苅屋 6:51 8:08 9:29 11:11 13:41 16:41 18:11 19:41

古場 6:52 8:09 9:30 11:12 13:42 16:42 18:12 19:42

熊野 6:53 8:10 9:31 11:13 13:43 16:43 18:13 19:43

ジャニス工業前 6:54 8:11 9:32 11:14 13:44 16:44 18:14 19:44

阿野 6:55 8:12 9:33 11:15 13:45 16:45 18:15 19:45

南樽水 6:56 8:13 9:34 11:16 13:46 16:46 18:16 19:46

樽水 6:57 8:14 9:35 11:17 13:47 16:47 18:17 19:47

保示 6:58 8:15 9:36 11:18 13:48 16:48 18:18 19:48

市場 6:59 8:16 9:37 11:19 13:49 16:49 18:19 19:49

本町 6:59 8:16 9:37 11:19 13:49 16:49 18:19 19:49

北条 7:00 8:17 9:38 11:20 13:50 16:50 18:20 19:50

やきもの散歩道西口 7:01 8:18 9:39 11:21 13:51 16:51 18:21 19:51

常滑駅 7:08 8:25 9:46 11:28 13:58 16:58 18:28 19:58

(赤字は変更したダイヤ)

３ 中部地域における交通空白地対策等について (１)武豊線の経路変更(案)
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(２)中部線のダイヤ見直し(案)

３ 中部地域における交通空白地対策等について (２)中部線のダイヤ見直し(案)

中部線について、休日の利用状況の低い時間帯のダイヤを一部見直すこととし、以下に具体案を示す。 (実施時期：

令和８年12月１日(予定))

〈中部線 常滑市役所・市民病院行〉 (単位：人)

〈中部線 常滑駅行〉 (単位：人)

便ごとの平均利用実績(R6.7実績)

当該路線の運行経費
約45,000千円

利用の低迷

休日の朝便 平日・休日の夜便

休日ダイヤの一部見直し

休日の朝便を減便

休日の夜便を減便休日朝方で利用が低調な便

休日夕方で利用が低調な便廃止する便

【削減見込額】約3,000千円

【見直しイメージ】
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中部線

【市役所・りんくう病院行き】

便番号 1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413 1415 1417 1419 1421 1423 1425 1427 1429 1431 1433

常滑駅 7:25 7:40 8:00 8:40 9:00 9:40 10:10 11:10 12:10 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40

陶磁器会館 7:26 7:41 8:01 8:41 9:01 9:41 10:11 11:11 12:11 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41

北条公園 7:29 7:44 8:04 8:44 9:04 9:44 10:14 11:14 12:14 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44

飛香台西 7:29 7:44 8:04 8:44 9:04 9:44 10:14 11:14 12:14 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44

きざくら公園 7:30 7:45 8:05 8:45 9:05 9:45 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45

飛香台７丁目 7:30 7:45 8:05 8:45 9:05 9:45 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45

飛香台中央 7:30 7:45 8:05 8:45 9:05 9:45 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45

市役所・りんくう病院 7:35 7:50 8:10 8:50 9:10 9:50 10:20 11:20 12:20 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50

便番号 1435 1437 1439 1441 1443 1445 1447 1449 1451

常滑駅 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:30 20:50

陶磁器会館 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:31 20:51

北条公園 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:34 20:54

飛香台西 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:34 20:54

きざくら公園 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:35 20:55

飛香台７丁目 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:35 20:55

飛香台中央 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:35 20:55

市役所・りんくう病院 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:40 21:00

平日 平日平日

平日 平日平日

ア 中部線の改正ダイヤ(案)

(赤字は変更したダイヤ。「平日」は平日のみ運行するダイヤ)

３ 中部地域における交通空白地対策等について (２)中部線のダイヤ見直し(案)
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３ 中部地域における交通空白地対策等について (２)中部線のダイヤ見直し(案)

中部線

【常滑駅行き】
平日 平日

平日 平日

便番号 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1414 1416 1418 1420 1422 1424 1426 1428 1430 1432 1434

市役所・りんくう病院 6:45 7:25 7:45 8:20 9:00 9:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

飛香台中央 6:46 7:26 7:46 8:21 9:01 9:31 10:01 10:31 11:31 12:31 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31

飛香台７丁目 6:47 7:27 7:47 8:22 9:02 9:32 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32

きざくら公園 6:47 7:27 7:47 8:22 9:02 9:32 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32

飛香台西 6:47 7:27 7:47 8:22 9:02 9:32 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32

北条公園 6:48 7:28 7:48 8:23 9:03 9:33 10:03 10:33 11:33 12:33 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33

陶磁器会館 6:50 7:30 7:50 8:25 9:05 9:35 10:05 10:35 11:35 12:35 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35

常滑駅 6:55 7:35 7:55 8:30 9:10 9:40 10:10 10:40 11:40 12:40 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40

便番号 1436 1438 1440 1442 1444 1446 1448

市役所・りんくう病院 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00

飛香台中央 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01

飛香台７丁目 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02

きざくら公園 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02

飛香台西 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02

北条公園 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03

陶磁器会館 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05

常滑駅 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10

(「ア 中部線の改正ダイヤ(案)」つづき)

(赤字は変更したダイヤ。「平日」は平日のみ運行するダイヤ)
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３ 中部地域における交通空白地対策等について (３)中部エリアへの「呼べるバス」の導入(案)

(３)中部エリアへの「呼べるバス」の導入(案)

中部エリアにおいて、グルーン(中部線、上野

間線、武豊線)及び知多バス半田常滑線でカバー

しきれない交通空白地の解消を図るため、「呼べ

るバス」を導入することとし、以下に具体案を示

す。 (実施時期：令和８年12月１日(予定))

【図：呼べるバス運行のエリア等(案)】

※詳細な停留所の位置は「別添参考資料３」参照

【運行概要】

知多バス半田・常滑線ダイヤ改正への対応

R7.11.1からダイヤ改正されるが、便と便
の間隔は最長で3.5時間である

特別な対応はしない(他の駅・バス停と同
様に300ｍ範囲内に停留所は設置しない。)

凡例

呼べるバス停留所

移動可

移動可

移動不可

駅・バス停から300ｍ範囲内
※停留所は設置しない

常滑駅及び市役所・り

んくう病院

呼べるバス中部エリア

中部線

ボート線

上野間線

武豊線

【コミュニティバスグルーン】

【知多バス】

半田・常滑線

【運行曜日】毎日運行

【運賃】金額等(案)は、別資料「グルーン及び呼べるバスの運賃について」参照

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】９時～19時(途中１時間休憩)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・区域運行
(道路運送法第４条による許可を受けた運行)
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４ 交通施策の見直しに関する基準について

市が実施する公共交通施策について、一定の基準をもって廃止や見直しすることにより、市内の公共交

通の最適化、持続性の向上を図ることとし、以下のとおり基準を定める。

(２)判断基準

以下の基準に２つとも該当する施策については、廃止または大幅な見直しを行うものとする。

判断項目 判断基準 数値の具体例

１便当たりの
平均乗車人員率

25％以下
総利用者数÷便数÷車両定員数

〇定員28人車両の場合：1便当たり7人

費用対効果
利用者１人にかかる費用

2,000円以上
（経常経費ー経常収入）÷利用者数

〇経費4,500万円、運賃200円の場合：約
約56人/日

(１)対象となる施策

グルーンの各路線及び呼べるバスの各エリア

【路線バスの場合】

【呼べるバス等の場合】

判断項目 判断基準 数値の具体例

有効走行率
30％以下

有効走行時間(迎車時間含め乗客を乗せてい
た時間)を運行時間で除して算出

〇運行時間10時間の場合：3時間/日

費用対効果
利用者１人にかかる費用

2,000円以上
（経常経費ー経常収入）÷利用者数

〇経費6,000万円、運賃400円の場合：約
約68.5人/日

令和６年度実証実験の結果では、予約受付から乗車、降車、支払いま
での所要時間が約１８分であった。１時間中に１件以上は利用される
必要はあることから１件分の有効走行を求めることとした。
１８分（１件分の所要時間）÷６０分＝３０％
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(３)判断期間

判断基準に当てはめる期間については、以下のとおりとする。

対象施策 判断期間

新規施策

２年間の実績に基づいて判断する
(対策が市民に浸透するまで時間を要することを考慮)

※ただし、２年未満であっても、基準値を大きく下回る場合については、市交通協議会
の承認を受けて判断できるものとする。

既存施策 １年間の実績に基づいて判断する

４ 公共交通の見直し等に関する基準について (３)判断期間
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(２)グルーンの有料化(運賃設定)する路線等・ダイヤ(案)

５ グルーン及び呼べるバスの有料化の時期・路線等について

(１)グルーン及び呼べるバスの有料化実施時期

令和８年12月１日(予定)

【図：有料化するグルーンの路線(案)】

①有料化(運賃設定)する路線及びバス停(案)

右図のとおり

※運行経路詳細については、「別添参考資料４」参照。
（坂井バス停については、「第１案」「第２案」有り。）

※バス停所在地については、「別添参考資料５」参照。

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・路線定期運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行)
(注)令和８年12月１日に有料化路線として新規に設定する考え方
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常滑北部・青海線(仮称)

【大野町駅行き】 【常滑市役所・りんくう病院行き】

５ グルーン及び呼べるバスの有料化の時期・路線等について (２)グルーンの有料化(運賃設定)する路線等・ダイヤ(案)

②有料化(運賃設定)する路線のダイヤ(案) ※運行受託事業者によってダイヤを調整する場合があります。（以下同じ。）
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中部線

【市役所・りんくう病院行き】
平日 平日平日 平日 平日平日

【常滑駅行き】
平日 平日 平日 平日

ボート線

(赤字は現行から変更するダイヤ。「平日」は平日のみ運行するダイヤ)

(②有料化(運賃設定)する路線のダイヤ(案) つづき)

５ グルーン及び呼べるバスの有料化の時期・路線等について (２)グルーンの有料化(運賃設定)する路線等・ダイヤ(案)
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上野間線

【上野間駅行き】 【常滑駅行き】

(赤字は現行から変更するダイヤ)

５ グルーン及び呼べるバスの有料化の時期・路線等について (２)グルーンの有料化(運賃設定)する路線等・ダイヤ(案)

(②有料化(運賃設定)する路線のダイヤ(案) つづき)

30



便番号 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365

常滑駅 7:00 9:11 11:41 13:41 15:08 16:11 17:41 19:11

やきもの散歩道東口 7:02 9:13 11:43 13:43 15:10 16:13 17:43 19:13

常滑西小学校前 7:03 9:14 11:44 13:44 15:11 16:14 17:44 19:14

INAXﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 7:06 9:17 11:47 13:47 15:14 16:17 17:47 19:17

山方・白山町 7:07 9:18 11:48 13:48 15:15 16:18 17:48 19:18

東樽水 7:08 9:19 11:49 13:49 15:16 16:19 17:49 19:19

井戸田 7:09 9:20 11:50 13:50 15:17 16:20 17:50 19:20

阿野町２丁目 7:11 9:22 11:52 13:52 15:19 16:22 17:52 19:22

熊野 7:13 9:24 11:54 13:54 15:21 16:24 17:54 19:24

古場 7:14 9:25 11:55 13:55 15:22 16:25 17:55 19:25

西浦南小学校前 7:15 9:26 11:56 13:56 15:23 16:26 17:56 19:26

桧原 7:17 9:28 11:58 13:58 15:25 16:28 17:58 19:28

桧原公会堂 7:19 9:30 12:00 14:00 15:27 16:30 18:00 19:30

上山 7:21 9:32 12:02 14:02 15:29 16:32 18:02 19:32

知多武豊駅 7:34 9:45 12:15 14:15 15:42 16:45 18:15 19:45

便番号 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363

知多武豊駅 8:18 9:55 12:20 14:20 16:50 18:20 19:50

上山 8:23 10:00 12:25 14:25 16:55 18:25 19:55

桧原公会堂 8:25 10:02 12:27 14:27 16:57 18:27 19:57

桧原 8:27 10:04 12:29 14:29 16:59 18:29 19:59

西浦南小学校前 8:29 10:06 12:31 14:31 17:01 18:31 20:01

古場 8:30 10:07 12:32 14:32 17:02 18:32 20:02

熊野 8:31 10:08 12:33 14:33 17:03 18:33 20:03

阿野町２丁目 8:33 10:10 12:35 14:35 17:05 18:35 20:05

井戸田 8:35 10:12 12:37 14:37 17:07 18:37 20:07

東樽水 8:36 10:13 12:38 14:38 17:08 18:38 20:08

山方・白山町 8:37 10:14 12:39 14:39 17:09 18:39 20:09

INAXﾗｲﾌﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ 8:38 10:15 12:40 14:40 17:10 18:40 20:10

常滑西小学校前 8:41 10:18 12:43 14:43 17:13 18:43 20:13

やきもの散歩道東口 8:42 10:19 12:44 14:44 17:14 18:44 20:14

常滑駅 8:52 10:29 12:54 14:54 17:24 18:54 20:24
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武豊線

【知多武豊駅行き】 【常滑駅行き】

(赤字は現行から変更するダイヤ)

５ グルーン及び呼べるバスの有料化の時期・路線等について (１)グルーンの有料化(運賃設定)する路線・ダイヤ(案)

(②有料化(運賃設定)する路線のダイヤ(案) つづき)

31
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【図：定時定路線運行のルート(案)】

【定時定路線運行のダイヤ(案)】

【運行概要】

〈東側ルート〉〈西側ルート〉

便番号 第２便

なかよし公園東 8:40

西之口公民館 8:43

蒲池コミュニティセンター 8:44

市民交流センター 8:47

榎戸コミュニティセンター 8:49

鬼崎中学校西 8:51

新浜町２丁目 8:53

市役所・りんくう病院 9:05

凡例

東側ルート

西側ルート

①鬼崎エリア呼べるバス定時定路線運行(P11の再掲)

便番号 第１便 第３便

北汐見坂３丁目 8:00 9:30

本郷町４丁目 8:04 9:34

虹の丘２丁目 8:05 9:35

大和町２丁目 8:07 9:07

虹の丘５丁目 8:08 9:38

多屋団地 8:12 9:42

市役所・りんくう病院 8:25 9:55

(３)呼べるバスの有料化(運賃設定)するエリア等(案)

５ グルーン及び呼べるバスの有料化の時期・路線等について (３)呼べるバスの有料化(運賃設定)するエリア等(案)

【運行曜日】毎日運行

【運賃】金額等(案)は、別資料「グルーン及び呼べるバスの運賃について」参照

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】８時～10時※10時～19時は呼べるバス運行(途中１時間休憩)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・路線定期運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行）

※詳細な運行経路及び停留所位置等は「別添参考資料１」参照

※運行受託事業者によってダイヤを調整する場合があります。
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【図：呼べるバス運行のエリア等(案)】

※詳細な停留所の位置は「別添参考資料２」参照

凡例

移動可

呼べるバス停留所

移動可

呼べるバス鬼崎エリア

移動不可

駅から300ｍ範囲内
※停留所は設置しない

大野町駅、常滑駅及び

市役所・りんくう病院

②鬼崎エリア呼べるバス運行(P12の再掲)

５ グルーン及び呼べるバスの有料化の時期・路線等について (３)呼べるバスの有料化(運賃設定)するエリア等(案)

【運行概要】

【運行曜日】毎日運行

【運賃】金額等(案)は、別資料「グルーン及び呼べるバスの運賃について」参照

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】10時～19時(途中１時間休憩)※８時～10時は定時定路線運行

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・区域運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行)
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【図：呼べるバス運行のエリア等(案)】

※詳細な停留所の位置は「別添参考資料３」参照

【運行概要】

知多バス半田・常滑線ダイヤ改正への対応

R7.11.1からダイヤ改正されるが、便と便
の間隔は最長で3.5時間である

特別な対応はしない(他の駅・バス停と同
様に300ｍ範囲内に停留所は設置しない。)

凡例

呼べるバス停留所

移動可

移動可

移動不可

駅・バス停から300ｍ範囲内
※停留所は設置しない

常滑駅及び市役所・り

んくう病院

呼べるバス中部エリア

中部線

ボート線

上野間線

武豊線

【コミュニティバスグルーン】

【知多バス】

半田・常滑線

③中部エリア呼べるバス運行(P24の再掲)

５ 有料化するグルーンの路線等及び呼べるバスのエリア等 (３)呼べるバスの有料化(運賃設定)するエリア等(案)

【運行曜日】毎日運行

【運賃】金額等(案)は、別資料「グルーン及び呼べるバスの運賃について」参照

【車両】ハイエース等(乗客定員８人以上)

【運行時間】９時～19時(途中１時間休憩)

【運行種別】一般乗合旅客自動車運送事業・区域運行

(道路運送法第４条による許可を受けた運行)
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時 期 検討等の内容 協議会等

R７.11.６
・「市の公共交通再編(交通空白地対策・有料化)の具体案について」

協議等(付議※市議会協議会(10/27))

・市交通協議会
(市議会協議会)

R７.11～

※以降は11月の市交通協議会で承認された場合

・市の公共交通再編(交通空白地対策・有料化)の具体案について実施

に向けた調整・協議、各種届出・申請

・警察等関係機関
・愛知運輸支局

～R８.11
・実施事業者の選定及び契約締結、運行準備等

・市民への周知(説明会等の実施)

R８.12.1
(予定)

・再編(路線・ダイヤ見直し)後のグルーン及び呼べるバスの運行開始

・グルーン及び呼べるバスの運賃徴収(有料化)の開始

６ 今後のスケジュール(案)


